
令和７年度「緑の雇用」事業 

安全指導方針 

 
 

「緑の雇用」事業の研修生の実地研修（OJT）等における労働安全を確保するため、労働

災害が多発する作業等に関する安全指導方針を以下のとおり定める。 

 

記 

 

１ 林業経営体への指導 

（１）研修生が基本的な林業作業を習得できるよう安全管理体制を整備する。 

① 事前に作業現場を調査する。また、受託作業を行う場合は発注者からがけ等の危険

箇所の情報を得る。 

② 作業ごとにリスクアセスメントを行い、作業計画を立てる。 

③ やむを得ず放置したかかり木の周囲、集材架線の内角、崖の上部、急傾斜のガレ場

等、危険な範囲を研修生に周知させるとともに、テープやロープ等で立入禁止の措

置を行う。 

④ 作業の実施に当たっては、研修現場に指導員を選任・配置する。 

⑤ 事前調査による立入禁止の措置を行わなかった場所であっても、降雪や降雨によっ

て歩行移動の際に危険が生じる恐れのある範囲については、研修生に周知させると

ともに、必要に応じて回避の措置を行う。 

⑥ 作業地までの歩行移動の際は、作業用具を背負子等で運搬させる等、できるだけ両

手を自由にできるような工夫を行う。 

⑦ 連携作業あるいは近接作業の場合はその作業員との間で迅速な意思疎通が行えるよ

うに、連絡用の機器を携帯させるよう努める。 

⑧ 熱中症のおそれがある研修生を早期に見つけるよう努める。 

 

（２）研修生における労働安全に対する意識及び技能の習得レベルを常に把握し作業に当

たらせる。 

① 毎日作業開始前に打ち合わせ、危険予知ミーティング（Ｋ.Ｙ）を実施する。ま

た、作業終了時には聞き取りや作業日誌のチェックなどにより、ヒヤリハットの有

無、体調の良否等を把握し、必要に応じて作業の改善を行う。 

② ＦＷだけの作業班を編成しない。 

③ 難易度の高い作業については、指導員の直接の指導の下に行わせる。(注を参照) 

④ 日常的にコミュニケーションを取ることを習慣づけ、相談、援助の連絡ができる環

境を整える。 

⑤ 急傾斜地、ガレ場、降雪地、濡れた場所等の地表状態に応じた歩行訓練を行うとと

もに、作業中は歩行状態を観察して指導を行う。 



 

（３）作業種にかかわらずチェーンソーを使用させる際は、研修生に防護ズボン、防護ブ

ーツ、フェースガード等安全防具を必ず着用させる。また、刈払い機を使用させる際

は、Ｕ字ハンドルの機種を使用させ、肩バンド、腰バンド、股バンド等により、刈刃

が体に接触しないように対策を講じる。また、これらの機械の使用にあたっては騒音

障害防止のため、適切な遮音性能の耳栓（イヤマフ）を着装させる。 

林業経営体指導員が中心となり、研修生等の作業者間で常にお互いの服装、装備、

保護具（防護ズボン、防護ブーツ等）の着用状況を確認させる。 

 

（４）FW研修を修了しても一人前とは言えないとの認識のもと引き続き指導し育成を図

る。 

 

２ 研修生及び林業経営体指導員への指導 

（１）実地研修（OJT）等 

指導内容を十分に理解させるとともに、確実に安全対策を実施させる。特に足場の

確保について重点的に指導する。また、がけ等の危険箇所は避けることを指示する。 

① 林業作業における基本動作（特に足場の確保）、作業手順を遵守する。 

② 作業種にかかわらずチェーンソーを使用する際は、防護ズボン、防護ブーツ、フェ

ースガード等安全防具を必ず着用する。また、刈払い機を使用する際は、肩バン

ド、腰バンド、股バンド等を着用する。また、これらの機械の使用にあたっては騒

音障害防止のため、適切な遮音性能の耳栓（イヤマフ）を着装する。 

③ チェーンソー作業においては小径木であっても、受け口、追い口、ツルを確実に残

し、クサビ（２本）を使用し伐木するよう基本を守る。 

④ 連携作業あるいは近接作業の場合はその作業員との間で迅速な意思疎通を行うため

に、無線機等の連絡用の機器を携帯する。 

⑤ 作業動作の区切りごとの指差呼称を確実に実施する。 

⑥ 立入禁止の範囲に加え、降雪や降雨によって歩行移動の際に危険が生じる恐れのあ

る範囲については、必要に応じて立ち入らない。 

⑦ 作業地までの歩行移動の際は、作業用具を背負子等で運搬するとともに、地表状態

に応じた適切な歩行方法を用いる。 

 

（２）安全巡回指導 

対象作業種は、伐木作業・造材作業、育林作業、集材作業・輸送作業を基本とし、

伐木作業・造材作業、育林作業を重点的に実施する。 

(注）１の（２）の③の難易度の高い作業とは、以下の作業とする。 

  （以下の作業にＦＷ研修生が従事する際は指導員の指導の下で作業する。） 

・風倒木、ツルがらみ、あばれ木、折損木、欠頂木、転倒木、枯損木、 

空洞木の 伐木作業 



・根張りを切り取った後の伐根直径が 50cm程度以上の木の伐木作業 

・重心が著しく偏在している傾き木の伐木作業 

・急傾斜地での伐木・造材作業 

・かかり木になるおそれのある木及びかかり木の処理 

・控索を使用しての伐木作業 

 

 


